
大
村
市
は
、
平
成
二
十
四
年
の
市
制
施
行
七
〇
周
年
を
記
念
し
て
『
新
編
大
村
市
史
』
の
編
さ
ん
に
着
手
し
ま
し
た
。『
大

村
市
史
』の
刊
行
か
ら
、
実
に
半
世
紀
ぶ
り
に
な
り
ま
す
。

温
故
知
新
の
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
が
郷
土
の
歴
史
に
親
し
み
理
解
を
深
め
る
こ
と
は
、
愛
郷
心
の
醸
成
や
地
域

づ
く
り
の
指
針
を
得
る
上
で
と
て
も
重
要
で
す
。
大
村
市
の
歴
史
は
古
く
、
す
で
に
古
代
に
は
東
・
西
両
彼
杵
郡
の
中
心
地

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
郡
家
が
置
か
れ
、
そ
の
後
中
世
か
ら
近
世
に
は
、
三
城
城
下
町
、
玖
島
城
下
町
と
二
つ
の
城
下
町
が

前
後
し
て
形
成
さ
れ
、
今
も
そ
の
面
影
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

日
本
初
の
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
で
あ
っ
た
大
村
純
忠
は
、
南
蛮
貿
易
で
長
崎
発
展
の
基
礎
を
築
き
、
大
友
・
有
馬
と
と
も
に

少
年
使
節
を
ロ
ー
マ
へ
派
遣
す
る
な
ど
、
先
駆
的
、
独
創
的
に
乱
世
を
生
き
、
国
内
は
も
と
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
ま
で

影
響
を
与
え
ま
し
た
。
幕
末
の
大
村
藩
士
で
あ
っ
た
楠
本
正
隆
は
近
代
初
頭
に
新
潟
・
東
京
な
ど
で
政
治
家
と
し
て
手
腕
を

揮
い
、
鹿
鳴
館
の
華
と
呼
ば
れ
た
石
井
筆
子
は
女
子
教
育
や
知
的
障
害
児
教
育
に
人
生
を
捧
げ
ま
し
た
。

本
巻
で
は
、
明
治
維
新
か
ら
太
平
洋
戦
争
終
結
ま
で
の
大
村
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
尊
王
倒
幕
派
の
一
翼
と
し
て
活
躍
し

た
大
村
藩
は
、
維
新
後
の
各
界
に
多
く
の
人
材
を
輩
出
し
ま
す
。
日
本
が
新
し
い
国
づ
く
り
を
急
ぐ
中
、
大
村
に
お
い
て
も

新
た
な
政
治
体
制
・
教
育
制
度
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
産
業
の
近
代
化
に
取
り
組
み
、
城
下
町
か
ら
近
代
都
市
へ
と
変
わ

り
ま
す
。
そ
し
て
東
洋
一
と
う
た
わ
れ
た
第
二
十
一
海
軍
航
空
廠
の
設
置
に
よ
っ
て
、
昭
和
十
七
年
二
月
十
一
日
、
大
村
市

が
誕
生
し
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
長
引
く
戦
争
は
市
民
生
活
を
脅
か
し
、
航
空
廠
を
中
心
に
市
内
各
地
が
空
襲
を
受
け
、

多
く
の
犠
牲
を
払
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
時
代
を
体
験
し
た
市
民
か
ら
も
ご
協
力
い
た
だ
き
、
貴
重
な
体
験
談
を
収
録
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

序



こ
の
『
新
編
大
村
市
史
』
が
郷
土
愛
を
育
む
歴
史
の
書
と
し
て
多
く
の
皆
様
に
親
し
ま
れ
、
ひ
い
て
は
市
民
の
皆
様
と
と

も
に
「
花
と
歴
史
と
技
術
の
ま
ち
」
で
あ
る
大
村
市
に
磨
き
を
か
け
、
次
代
を
担
う
子
供
た
ち
が
誇
れ
る
ま
ち
を
描
く
羅
針

盤
と
し
て
永
く
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

結
び
に
、
本
書
の
刊
行
に
当
た
り
、
多
大
な
ご
尽
力
を
賜
り
ま
し
た
大
村
市
史
編
さ
ん
委
員
を
は
じ
め
編
集
委
員
及
び
各

執
筆
者
の
皆
様
、
関
係
各
位
に
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
三
月

大
村
市
長　

園
田　

裕
史



最
初
の
『
大
村
市
史
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
昭
和
三
十
六
年
・
三
十
七
年
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
大
村
市
長
大
村
純

毅
氏
の
発
意
に
よ
り
、
大
村
市
市
制
施
行
二
十
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
企
画
さ
れ
た
も
の
で
、
上
・
下
二
巻 （
上
巻

=

近
世
編
・
下
巻=
近
現
代
編
）と
い
う
構
成
で
刊
行
さ
れ
た
。

昭
和
三
十
年
代
、
市
町
村
の
合
併
を
記
録
・
顕
彰
し
よ
う
と
す
る
機
運
と
相
ま
っ
て
、
県
市
町
村
史
の
編
さ
ん
が
全
国
的

規
模
で
推
進
さ
れ
た
な
か
で
、
長
崎
県
に
お
い
て
も
『
長
崎
県
史
』
の
編
さ
ん
と
併
行
し
て
『
大
村
市
史
』
の
編
さ
ん
が
企
画

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
「
上
巻
」（
近
世
編
）
は
、
当
時
の
市
域
を
対
象
と
せ
ず
、
旧
大
村
藩
領
東
西
彼
杵
郡
を
対
象
に

叙
述
し
た
た
め
、
両
郡
に
お
け
る
町
村
史
編
さ
ん
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
り
、
当
該
自
治
体
史
の
編
さ
ん
に
、
大
き
く
貢
献

し
た
。

昭
和
四
十
年
代
以
降
、
自
然
科
学
の
研
究
進
展
に
伴
っ
て
各
地
の
環
境
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
共
に
、
旧
石
器
・
縄
文
・

弥
生
・
古
墳
時
代
を
始
め
と
す
る
遺
跡
が
盛
ん
に
発
掘
調
査
さ
れ
る
一
方
で
、
御
家
人
・
荘
園（
彼
杵
荘
）・
在
地
領
主
・
一

揆（
彼
杵
一
揆
）・
守
護
・
九
州
探
題
・
宗
教
・
石
造
文
化
の
研
究
が
盛
ん
に
推
進
さ
れ
た
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
大
村
藩
政

の
基
本
史
料
で
あ
る｢

郷
村
記｣

（
七
九
巻
）・｢

見
聞
集｣
（
七
○
巻
）・「
九
葉
実
録
」（
六
四
巻
）が
復
刻
さ
れ
、
大
村
藩
研
究

の
起
爆
剤
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
契
機
に
、
大
村
史
談
会
の
機
関
誌
『
大
村
史
談
』
に
、
多
数
の
論
文
が
掲
載
さ

れ
た
。

こ
う
し
た
趨
勢
の
う
え
に
、
改
め
て
「
大
村
市
史
」
を
編
さ
ん
す
る
こ
と
と
な
り
、
大
村
市
の
発
議
で
、
平
成
二
十
年
五

月
三
十
日
、
第
一
回
の
準
備
懇
談
会
が
開
催
さ
れ
た
。
次
い
で
平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日
、
準
備
懇
談
会
は
編
さ
ん
委
員

会
に
切
換
え
ら
れ
、
新
し
く
編
集
委
員
会
が
組
織
さ
れ
た
。

編
さ
ん
の
辞



更
に
、
各
時
代
の
班
長
を
選
出
し
て
各
部
会
が
頻
繁
に
開
催
さ
れ
、
細
部
に
わ
た
っ
て
項
目
立
て
が
行
わ
れ
た
。「
第
一

次
原
案
」
が
補
強
さ
れ
、
そ
の
成
果
に
基
づ
き
、
随
時
編
集
委
員
会
を
開
催
し
て
、
全
体
の
調
整
を
行
い
、
統
一
し
た
方
針

の
も
と
に
叙
述
し
編
集
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

さ
て
、
今
回
の
市
史
編
さ
ん
は
、
前
市
長
松
本
崇
氏
の
発
意
に
よ
り
、
市
制
施
行
七
十
周
年
記
念
事
業
と
し
て
企
画
さ
れ

た
も
の
で
、前『
大
村
市
史
』の
刊
行
以
来
、す
で
に
五
十
年
が
経
過
し
て
い
る
。
前
市
長
は
第
一
回
の
準
備
懇
談
会
に
出
席
し
、

新
し
い
「
大
村
市
史
」
の
編
さ
ん
目
標
と
意
義
に
つ
い
て
強
調
し
、
と
く
に
地
元
の
研
究
者
を
執
筆
者
に
加
え
る
よ
う
要
望

さ
れ
た
。
ま
た
前
市
長
は
、
わ
ざ
わ
ざ
上
京
さ
れ
、
今
回
の
市
史
編
さ
ん
に
つ
い
て
、
そ
の
熱
意
を
開
陳
さ
れ
、
そ
の
情
熱

に
打
た
れ
た
。
編
集
委
員
会
は
、
そ
の
意
を
忖
度
し
、
多
数
の
地
元
の
研
究
者
を
執
筆
者
に
加
え
た
。
そ
の
意
味
で
、
本
市

史
は
大
学
教
員
と
地
元
の
研
究
者
と
の
連
携
プ
レ
ー
に
よ
る
共
同
作
業
で
あ
る
。

顧
み
て
、
私
が
大
学
の
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
に
「
大
村
藩
」
を
選
び
、
研
究
を
開
始
し
た
の
は
、
戦
後
間
も
な
い
昭
和

二
十
四
年
で
あ
る
。
当
時
、
大
村
藩
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
研
究
は
、
幕
末
維
新
期
を
対
象
と
し
た
山
路
彌
吉
編
『
臺
山
公

事
蹟
』（
大
正
九
年
刊
行
）
が
あ
る
の
み
で
、
他
は
キ
リ
シ
タ
ン
に
関
す
る
若
干
の
論
文
が
存
在
す
る
程
度
で
あ
り
、
全
く

先
行
研
究
な
し
の
ゼ
ロ
か
ら
の
出
発
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
全
国
的
に
「
藩
政
史
」
に
関
す
る
研
究
も
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
、

参
考
文
献（
論
文
）に
乏
し
く
、
模
索
の
状
態
か
ら
の
出
発
で
あ
っ
た
。

幸
い
、
大
村
純
毅
氏（
旧
大
名
家
）の
ご
好
意
に
よ
り
、
同
氏
所
蔵
の「
大
村
家
文
書
」（
そ
の
代
表
は「
九
葉
実
録
」）の
調

査
を
行
う
一
方
で
、「
郷
村
記
」・「
見
聞
集
」の
全
面
分
析
を
試
み
、リ
ュ
ッ
ク
を
背
負
っ
て
、旧
大
村
藩
領
四
八
ヶ
村
を
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
し
、
そ
の
成
果
に
基
づ
い
て
卒
業
論
文
を
書
き
上
げ
た
が
、
そ
れ
は
十
年
後
執
筆
・
編
さ
ん
し
た『
大
村
市
史
』

（
上
巻
）で
具
体
化
し
た
。

同
市
史
「
上
巻
」
は
、
近
世
編
（
＝
藩
政
編
）
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
前
史
と
し
て
大
村
氏
の
台
頭
か
ら
書
き
始
め
、
南

北
朝
―
室
町
期
―
戦
国
期
（
中
世
）
を
対
象
に
叙
述
し
た
が
、
時
間
的
制
約
で
個
人
の
能
力
の
限
界
か
ら
、
簡
単
に
叙
述
す



る
に
留
ま
っ
た
。
今
回
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
後
の
研
究
成
果
に
基
づ
き
、
自
然
・
原
始
・
古
代
か
ら
近
現
代
に
至

る
長
期
的
歴
史
過
程
の
全
貌
に
つ
い
て
、
各
時
代
の
専
門
家
に
多
数
協
力
・
執
筆
し
て
頂
き
、
全
体
と
し
て
、
均
整
の
と
れ

た
体
系
的
叙
述
を
志
向
し
た
。
と
く
に
当
該
地
域
の
歴
史
叙
述
に
留
ま
ら
ず
、
広
い
視
野
か
ら
比
較
研
究
の
視
角
を
導
入
し
、

統
一
権
力
で
あ
る
幕
府
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
国
際
環
境
の
変
化
に
連
動
さ
せ
な
が
ら
当
該
地
域
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
る

と
い
う
、
自
治
体
史
の
新
た
な
視
角
と
方
法
を
提
示
し
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月

新
編
大
村
市
史
編
集
委
員
長　

藤
野　

保
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第
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開
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平
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凡
　
例

◆『
新
編
大
村
市
史
』は
、
大
村
市
制
施
行
七
〇
周
年
を
迎
え
る
に
当
た
り
、
昭
和
三
十
六
、七
年
に
刊
行
し
た『
大
村
市
史
』上
・
下
巻

と
そ
の
後
の
調
査
・
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
、
新
規
に
編
さ
ん
す
る
も
の
で
あ
る
。

◆
本
書
は『
新
編
大
村
市
史
』全
五
巻
の
内
の
第
四
巻
で
あ
る
。
本
書
の
内
容
は
近
代
編
で
構
成
さ
れ
、
冒
頭
に
は
編
扉
を
設
け
た
。

◆
原
則
と
し
て
、
記
述
に
当
た
っ
て
は
常
用
漢
字
・
現
代
仮
名
づ
か
い
を
用
い
る
が
、
固
有
名
詞
、
歴
史
用
語
、
引
用
史
料
、
引
用
文

等
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

◆
引
用
史
料
・
引
用
文
は
短
文
の
場
合
は「　

」を
付
し
、
長
文
の
場
合
は
二
段
下
げ
と
し
た
。

◆
引
用
史
料
の
判
読
が
困
難
な
文
字
は
、
□
な
ど
で
表
現
し
た
。

◆
難
解
な
語
句
に
は
ふ
り
が
な
を
付
し
、
必
要
に
応
じ
て
補
足
説
明
を
設
け
、
読
み
や
す
さ
に
努
め
た
。

◆
地
名
の
表
記
は
現
行
地
名
を
用
い
、
研
究
・
分
析
上
の
必
要
に
応
じ
て
旧
字
名
を
使
用
し
た
。

◆
本
文
中
の
人
名
は
、
敬
称
を
省
略
し
た
。

◆
本
文
中
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
表
記
は
、
次
の
と
お
り
表
記
す
る
。

　
（
例
） Luis Frois

◆
ｍ
や
㎞
な
ど
、
数
量
の
単
位
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
カ
タ
カ
ナ
表
記
と
す
る
。

（
例
）　
ｍ　

↓　

ⅿ　
　

㎞　

↓　

㌔
ⅿ　

◆
数
を
記
述
す
る
に
当
た
っ
て
は
主
に
漢
数
字
を
用
い
、
年
月
日
又
は
時
刻
を
除
く
一
般
数
に
お
い
て
は
十
百
を
入
れ
な
い
。

　
（
例
）一
般
数　

↓　

三
一
五
〇
ⅿ

　
　
　

年
月
日　

↓　

十
月
二
十
六
日　
　
　

時
刻　

↓　

二
十
三
時
二
十
七
分

◆
年
号
の
表
記
に
当
た
っ
て
は
和
暦
、
必
要
に
応
じ
て
中
国
暦
も
用
い
、
適
宜
そ
の
下
に（　

）を
も
っ
て
、
西
暦
年
を
記
載
し
た
。

◆
写
真
・
図
・
表
の
番
号
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
章
単
位
に
一
連
の
番
号
を
付
し
た
。
写
真
・
図
・
表
の
番
号
及
び
そ
れ
ら
の
キ
ャ
プ
シ
ョ



ン
に
は
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
用
い
た
。

◆
図
で
ス
ケ
ー
ル
を
掲
載
し
て
い
な
い
も
の
は
、
縮
尺
不
統
一
で
あ
る
。

◆
写
真
・
図
・
表
の
出
典
は
、
執
筆
者
自
身
が
撮
影
又
は
作
成
し
た
も
の
以
外
は
、
原
則
と
し
て
提
供
者
名
、
作
成
者
名
、
転
載
元
の

刊
行
物
名
等
を
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
掲
載
し
た
。

◆
個
人
情
報
保
護
等
の
観
点
か
ら
個
人
所
蔵
の
資
料
は
所
蔵
者
名
を
伏
せ
、
単
に
個
人
蔵
と
記
載
し
た
。

◆
本
書
を
執
筆
す
る
に
当
た
り
、
引
用
し
た
資
料
・
文
献
は
、
原
則
と
し
て
未
刊
史
料
名
・
論
文
名
は「　

」、
刊
行
物
は『　

』を
用
い
、

出
版
元
、
刊
行
年
を
各
節
末
の
註
に
記
載
し
た
。
参
考
文
献
は
、
そ
の
後
ろ
に
記
載
し
た
。

◆
執
筆
者
名
は
原
則
と
し
て
各
節
末
、
必
要
に
応
じ
て
各
項
末
に
記
載
し
た
。
な
お
、
全
執
筆
者
名
を
巻
末
一
覧
に
記
載
し
た
。

◆
写
真
・
図
の
提
供
者
、
作
成
者
及
び
協
力
者
は
、
必
要
に
応
じ
て
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
掲
載
し
、
そ
れ
以
外
は
ま
と
め
て
巻
末
一
覧
に

掲
載
し
た
。

◆
本
文
中
に
は
、
現
代
の
人
権
意
識
か
ら
み
て
不
適
切
な
表
現
を
用
い
た
場
合
が
あ
る
が
、
歴
史
的
事
実
・
事
象
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る

た
め
、
当
時
の
表
記
ど
お
り
に
掲
載
し
て
い
る
。

◆
本
編
末
に
は
戦
争
体
験
記
録
を
収
録
し
た
。

◆
第
五
章
及
び
戦
争
体
験
記
録
に
は
別
途
凡
例
を
設
け
た
。
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